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は
じ
め
に

第
一
章
　
国
連
に
お
け
る
植
民
地
主
義
論
争
と
沖
縄

　
第
1
節
　�

第
一
五
回
国
連
総
会
（
一
九
六
〇
年
九
月
）
に
お
け
る
フ
ル

シ
チ
ョ
フ
提
案
を
め
ぐ
っ
て

　
第
2
節
　�

第
一
六
回
国
連
総
会
（
一
九
六
一
年
九
月
）
に
お
け
る
ソ
連

覚
書
と
沖
縄

第
二
章
　
立
法
院
決
議
（
一
九
六
二
年
二
月
）
と
植
民
地
主
義
批
判

　
第
1
節
　
立
法
院
決
議
の
波
紋
─
Ｒ
・
ケ
ネ
デ
ィ
司
法
長
官
の
来
日

（
以
上
、
第
一
一
一
巻
第
四
号
）

　
第
2
節
　
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
の
沖
縄
・
日
本
訪
問
（
以
下
、
本
号
）

第
三
章
　
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
か
ら
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
へ

　
第
1
節
　
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
過
程

　
第
2
節
　
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
声
明
と
ア
メ
リ
カ
の
国
連
外
交

　
第
3
節
　
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
対
応
と
日
本
国
内
の
反
響

お
わ
り
に
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第
二
章
　
立
法
院
決
議
（
一
九
六
二
年
二
月
）
と
植
民
地
主
義
批
判

第
2
節
　
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
の
沖
縄
・
日
本
訪
問

　
一
九
六
一
年
九
月
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
沖
縄
に
向
け
た
経
済
社
会
事
情
調
査
団
の
派
遣
を
決
定
、
大
統
領
特
別
補
佐
官
の
カ
ー
ル
・
ケ

イ
セ
ン
（C.�K

aysen

元
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
教
授
、
経
済
学
者
）
を
団
長
に
任
命
し
た
。
団
長
の
名
前
を
と
っ
て
「
ケ
イ
セ
ン
調
査

団
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
正
式
名
称
はT

ask�Force�R
yukyus

で
あ
る）1
（

。
調
査
団
の
メ
ン
バ
ー
は
タ
ス
ク
・

フ
ォ
ー
ス
と
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。

　
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

カ
ー
ル
・
ケ
イ
セ
ン
（
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
）　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
Ｈ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
ケ
イ
セ
ン
の
顧
問
）

ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ズ
（
国
務
省
）　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
ロ
デ
ィ
（
国
務
省
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ン
グ
ド
ン
・
Ｗ
・
ス
ウ
ェ
イ
ン
（
国
務
省
・
日
本
課
長
）

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
エ
イ
ル
ズ
（
国
防
省
）　
　
　
　
　
　
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ｆ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
（
国
防
省
・
陸
軍
准
将
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｇ
・
ア
レ
ン
（
国
防
省
・
陸
軍
大
佐
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
Ｄ
・
シ
ッ
タ
ー
ソ
ン
（
陸
軍
省
・
陸
軍
中
佐
）

ジ
ョ
ン
・
Ｈ
・
オ
ー
リ
ー
（
国
際
協
力
庁
）　
　
　
　
　
Ｌ
・
ア
ル
バ
ー
ト
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
（
国
際
協
力
庁
）

ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｌ
・
Ｐ
・
ウ
イ
ー
ヴ
ァ
ー
（
労
働
省
）　
　�

Ｊ
・
Ｄ
・
フ
ー
ヴ
ァ
ー
（
労
働
省
・
極
東
専
門
家
・
一
九
四
七
年
─
一
九
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四
九
年
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
勤
務）2
（

）

　
九
月
三
〇
日
、
ケ
ネ
デ
ィ
（J.�F.�K

ennedy

）
大
統
領
は
保
養
先
の
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
で
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
に
つ
い
て
公
式
発
表
を
行

い
次
の
よ
う
に
説
明
し
た）3
（

。
調
査
団
派
遣
は
、
か
ね
て
よ
り
沖
縄
の
Ｐ
．
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
（P.�Caraw

ay

）
高
等
弁
務
官
が
要
請
し
て

き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
加
え
て
六
月
の
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
首
脳
会
談
の
フ
ォ
ロ
ー
を
再
確
認
す
る
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
説
明
で
あ

っ
た）（
（

。
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由
の
う
ち
、
高
等
弁
務
官
に
よ
る
要
請
に
つ
い
て
は
同
年
八
月
の
Ｓ
．
エ
イ
ル
ズ
（S.�A

iles

）
陸
軍
次
官
に

よ
る
沖
縄
訪
問
が
発
端
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
沖
縄
統
治
の
主
管
官
庁
は
陸
軍
省
で
あ
り
、
と
り
わ
け
連
邦
政
府
か
ら
の
沖

縄
に
対
す
る
援
助
予
算
編
成
は
陸
軍
省
が
担
当
し
て
い
た
。
そ
の
関
係
で
陸
軍
次
官
の
沖
縄
へ
の
現
地
視
察
は
定
例
化
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
実
際
、
沖
縄
援
助
予
算
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
審
議
に
当
っ
て
は
、
エ
イ
ル
ズ
次
官
と
共
に
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
が
出
席
し

説
明
に
当
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
エ
イ
ル
ズ
次
官
を
迎
え
た
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
（
一
九
六
一
年
二
月
に
着
任
）
は
、
次
の
よ
う

な
説
明
を
行
っ
て
い
た
。

一
、
沖
縄
住
民
が
米
軍
に
対
し
て
不
満
を
持
つ
の
は
日
本
本
土
と
の
経
済
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
日
本
政
府
は
、
各
自
治
体
間
の
財
政
格
差
を
縮
小
す
る
た
め
に
、
貧
困
県
に
対
し
て
一
定
の
基
準
で
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
る
。

三
、
住
民
は
沖
縄
が
日
本
の
施
政
権
下
に
あ
れ
ば
、
貧
困
県
と
し
て
日
本
政
府
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
も
拘
わ
ら

ず
、
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
あ
る
た
め
、
日
本
政
府
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
考
え
て
い
る）（
（

。

　
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
指
摘
は
琉
球
政
府
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
こ
の
発
言
か
ら
は
、
キ

ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
が
琉
球
政
府
を
通
し
て
日
本
の
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
に
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
概
略
を
認
識
し
て
い

た
こ
と
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
エ
イ
ル
ズ
次
官
が
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
要
請
を
本
国
政
府
に
伝
え
た
結
果
、
沖
縄
の
財
政
事
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二

情
を
調
査
す
る
目
的
で
調
査
団
の
派
遣
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
先
に
見
た
通
り
、
エ
イ
ル
ズ
次
官
は
国
防
省
メ
ン
バ
ー
と
し
て
タ

ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
の
一
員
と
な
っ
た
。

　
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
に
つ
い
て
は
、
共
同
声
明
（
一
九
六
一
年
六
月
二
二
日
）
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
条

項
が
あ
っ
た
。

　「
大
統
領
は
、
米
国
が
琉
球
住
民
の
安
寧
と
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
一
層
の
努
力
を
払
う
旨
確
言
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
努
力
に
対
す

る
日
本
の
協
力
を
歓
迎
す
る
旨
述
べ
た
。
総
理
大
臣
は
、
日
本
が
こ
の
目
的
の
た
め
米
国
と
引
き
つ
づ
き
協
力
す
る
旨
確
言
し
た）（
（

。」

　
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
は
こ
れ
ら
の
目
的
を
果
す
べ
く
沖
縄
と
日
本
を
訪
問
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
日
本
政
府
は
早
く
も
九
月
二
八
日

に
は
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
派
遣
の
情
報
を
把
握
し
て
お
り
、
調
査
団
が
沖
縄
か
ら
の
帰
路
、
東
京
に
立
寄
る
こ
と
も
認
識
し
て
い
た）（
（

。
こ
れ

を
踏
ま
え
て
外
務
省
ア
ジ
ア
局
の
宇
山
厚
参
事
官
は
、
日
本
政
府
か
ら
沖
縄
に
対
し
て
支
出
さ
れ
る
福
祉
関
連
援
助
額
に
関
す
る
基
本
的

考
え
方
に
つ
い
て
検
討
に
着
手
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
務
省
は
、
当
時
、
沖
縄
問
題
の
主
管
官
庁
で
あ
っ
た
総
理
府
特
別
地
域
連
絡
局

と
連
携
し
、
自
治
省
の
協
力
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
調
査
団
は
ま
ず
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
一
〇
月
五
日
、
那
覇
に
到
着
、
そ
の
一
週
間
後
、
ケ
イ
セ
ン
団
長
が
合
流
し
た
。
二
三
日

に
は
ケ
イ
セ
ン
団
長
と
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
共
に
東
京
へ
出
発
、
二
五
日
に
は
帰
国
、
と
い
う
日
程
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
セ
ン
団
長

到
着
後
の
一
〇
月
一
九
日
、
調
査
団
は
各
政
党
代
表
と
会
談
、
翌
二
〇
日
に
は
琉
球
政
府
法
制
局
長
、
文
教
局
長
と
会
談
し
た
。
沖
縄
県

祖
国
復
帰
協
議
会
（
以
下
、
復
帰
協
と
略
称
）
と
の
懇
談
は
二
〇
日
の
正
午
に
米
民
政
府
（
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
：the�U

nited�States�Civil�

A
dm
inistration�of�the�R

yukyu�Islands

）
会
議
室
で
行
わ
れ
た
。
調
査
団
滞
在
中
の
一
連
の
経
緯
の
な
か
で
、
琉
球
政
府
の
瀬
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三

長
浩
副
主
席
は
調
査
団
の
行
動
に
つ
い
て
那
覇
の
南
方
連
絡
事
務
所
を
通
し
て
総
理
府
特
別
連
絡
局
に
向
け
た
詳
細
な
報
告
を
送
っ
て
い

る
）
（
（

。
瀬
長
副
主
席
の
報
告
の
中
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
は
、
結
論
と
し
て

　「
ア
メ
リ
カ
政
府
は
施
政
権
返
還
を
前
提
と
す
る
施
政
は
考
慮
し
て
い
な
い
。
返
還
は
遠
い
将
来
の
こ
と
で
あ
る
。」

と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
瀬
長
副
主
席
に
よ
る
と
、
調
査
団
は
来
島
後
、
一
八
日
夜
に
行
わ
れ
た
復
帰
協
に
よ
る
デ
モ
が
施

政
権
返
還
を
強
く
要
請
し
た
こ
と
に
つ
い
て
警
戒
心
を
強
め
、
そ
の
結
果
、
日
本
か
ら
の
援
助
拡
大
が
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
保
有
を
困
難
と

す
る
と
の
見
方
を
強
め
た
よ
う
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
加
え
て
調
査
団
が
自
治
権
拡
大
に
対
す
る
高
等
弁
務
官
の
拒
否
権
発
動
や
、

米
民
政
府
（
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
）
の
対
応
な
ど
を
含
む
ア
メ
リ
カ
の
施
政
全
般
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
そ
の
も
の
の
性
格
に

疑
問
を
持
っ
て
い
る
、
と
の
注
目
す
べ
き
観
察
を
も
伝
え
て
い
た
。
こ
の
観
察
か
ら
見
る
限
り
、
調
査
団
に
は
沖
縄
統
治
機
構
の
改
革
へ

む
け
た
関
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
瀬
長
副
主
席
は
調
査
団
が
日
本
政
府
に
よ
る
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
に
よ
る

援
助
の
実
態
、
つ
ま
り
具
体
的
に
は
社
会
保
障
、
教
育
水
準
、
生
活
水
準
な
ど
の
向
上
に
つ
い
て
日
本
政
府
が
各
自
治
体
に
向
け
て
行
っ

て
い
る
財
政
支
援
政
策
に
関
心
を
持
ち
、
説
明
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。

　
瀬
長
副
主
席
が
示
し
た
と
お
り
調
査
団
は
施
政
権
返
還
へ
の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
意
図
を
強
く
否
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ケ
ネ
デ
ィ
政
権

の
沖
縄
統
治
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
は
、
一
〇
月
二
〇
日
正
午
に
米
民
政
府
会
議
室
で
調
査
団

と
復
帰
協
と
が
会
談
し
た
際
、
明
確
に
な
っ
た
。
瀬
長
副
主
席
の
報
告
に
よ
る
と
、
ケ
イ
セ
ン
団
長
は
、
復
帰
協
の
赤
嶺
会
長
、
新
垣
副

会
長
な
ど
が
県
民
大
会
に
お
け
る
決
議
文
を
手
交
、
施
政
権
返
還
が
日
米
両
国
に
と
っ
て
良
い
結
果
に
な
る
、
と
訴
え
た
こ
と
に
対
し
、

自
分
は
施
政
権
に
言
及
す
る
資
格
は
な
い
と
し
た
上
で
、
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四

　「
米
国
政
府
と
し
て
は
施
政
権
を
返
す
意
図
は
な
い
。」

と
発
言
、
質
問
を
許
さ
ず
に
五
分
で
席
を
立
っ
た
、
と
い
う
。
復
帰
協
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
復
帰
の
時
期
が
問
題
と
考
え
て
い
た
こ
と

に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
そ
の
意
図
が
な
い
と
す
れ
ば
重
大
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
当
日
の
午
後
二
時
か
ら
緊
急
執
行
委
員
会
を
開
き
、

抗
議
方
法
に
つ
い
て
打
合
わ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
復
帰
協
は
、
二
三
日
に
琉
球
政
府
前
広
場
で
「
調
査
団
即
時
退
島
要
求
県
民
大
会
」
を

開
く
こ
と
を
決
定
、
抗
議
声
明
を
発
表
し
た
。
二
一
日
付
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
抗
議
声
明
は
、

　「
調
査
団
の
目
的
は
、
沖
縄
の
植
民
地
体
制
を
固
め
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
も
の
で
、
返
還
に
つ
い
て
は
全
く
問
題
に
し
て
い
な

い
。」

と
し
、
こ
れ
を
沖
縄
の
運
命
を
左
右
す
る
危
機
で
あ
る
と
し
て
調
査
団
の
意
図
を
粉
砕
す
べ
く
立
ち
上
が
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
現
地
の
反
応
に
つ
い
て
調
査
団
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
か
、
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
後
調
査
団
は
当
初
の
予
定
通
り

沖
縄
か
ら
帰
国
の
途
上
で
東
京
に
立
寄
っ
た
。
一
〇
月
二
三
日
に
到
着
し
二
五
日
に
は
離
日
、
と
い
う
慌
た
だ
し
い
日
程
で
あ
っ
た）（
（

。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
短
い
滞
在
中
に
外
務
省
の
宇
山
ア
ジ
ア
局
参
事
官
か
ら
ケ
イ
セ
ン
団
長
に
手
交
さ
れ
た
重
要
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自

治
省
が
作
成
し
た
「
沖
縄
の
財
政
状
況
」（Financial�Situation�in�O

kinaw
a

）
と
題
す
る
英
文
資
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
資
料
を
ア

メ
リ
カ
に
持
ち
帰
っ
た
ケ
イ
セ
ン
団
長
は
、
帰
国
後
の
同
月
三
〇
日
、
東
京
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
を
通
し
て
外
務
省
に
対
し
資
料
の
内
容

に
関
す
る
具
体
的
な
質
問
事
項
を
伝
え
て
き
た
。
質
問
事
項
の
中
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た）（（
（

。
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・
国
政
事
務
費
相
当
費
、
府
県
事
務
費
相
当
費
、
市
町
村
事
務
費
相
当
費
な
ど
の
仕
分
け
方
法
に
つ
い
て
。
又
、
こ
れ
ら
の
費
目
が
琉

球
政
府
予
算
の
ど
の
費
目
に
相
当
す
る
か
。

・
日
本
の
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
。

・
同
制
度
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
（am

ount�of�the�standard�financial�requirem
ents

）
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
。

・
国
庫
支
出
金
と
基
準
財
政
需
要
と
の
関
係
に
つ
い
て
。

　
こ
れ
ら
の
質
問
に
対
す
る
外
務
省
か
ら
の
説
明
は
概
略
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

・
ケ
イ
セ
ン
団
長
に
手
交
し
た
資
料
は
、
自
治
省
が
琉
球
政
府
予
算
に
日
本
政
府
の
財
政
政
策
に
関
す
る
原
則
を
準
用
し
た
試
算
で
あ

る
。

・
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
の
概
要
は
、
法
定
基
準
に
基
づ
い
て
、
基
準
財
政
需
要
額
と
、
基
準
財
政
収
入
額
を
算
定
し
、
バ
ラ
ン
ス

そ
の
他
を
勘
案
し
て
府
県
、
市
町
村
に
配
分
す
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
六
年
度
の
交
付
税
交
付
金
総
額
は
三
、
五
六
六
億
円
で
、

一
県
当
り
平
均
額
は
約
八
〇
億
円
と
な
っ
た
。

・
基
準
財
政
需
要
額
の
算
出
方
法
は
、
人
口
一
人
当
り
教
育
費
、
面
積
一
平
方
キ
ロ
当
り
道
路
費
、
治
山
治
水
費
、
土
地
改
良
費
な
ど

一
定
基
準
費
用
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
府
県
、
市
町
村
に
適
用
し
合
計
し
た
も
の
が
基
準
財
政
需
要
と
な
る
。
沖
縄
に
こ
れ

を
適
用
し
て
算
出
し
た
資
料
を
添
付
し
た
。

　
さ
き
に
見
た
通
り
、
瀬
長
副
主
席
の
報
告
に
よ
る
と
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
は
予
て
よ
り
日
本
政
府
の
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
に
関
心
を
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持
ち
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
予
備
知
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
で
調
査
団
は
制
度
の
具
体
的
な
実
態
に
つ
い
て
外

務
省
に
説
明
を
求
め
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
調
査
団
派
遣
を
要
請
し
た
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
は
、
沖
縄
住
民
の
不
満
の
一
因
が

沖
縄
に
お
い
て
は
本
土
と
は
異
な
り
、
同
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
帰
国
後

ケ
イ
セ
ン
団
長
が
同
制
度
に
関
す
る
具
体
的
な
質
問
事
項
を
ア
メ
リ
カ
大
使
館
を
通
し
て
外
務
省
に
伝
え
た
こ
と
は
、
調
査
団
来
日
の
目

的
の
一
つ
が
同
制
度
の
趣
旨
と
実
態
の
把
握
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
そ
こ
で
ケ
イ
セ
ン
団
長
か
ら
の
一
連
の
質
問
に
つ
い
て
日
本
政
府
の
対
応
を
見
よ
う
。
翌
一
一
月
二
二
日
か
ら
一
二
月
四
日
か
け
て
三

回
に
わ
た
り
外
務
省
で
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
フ
レ
ー
ザ
ー
財
務
官
、
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
書
記
官
、
サ
タ
リ
ン
書
記
官
な
ど
に
向
け
た
説
明

会
が
開
か
れ
た
。
日
本
政
府
か
ら
は
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
の
他
、
自
治
省
の
芝
田
官
房
長
、
山
本
交
付
税
課
長
等
、
総
理
府
特
別
連
絡
局

の
宮
﨑
課
長
な
ど
が
説
明
に
当
っ
た
。
つ
ま
り
ケ
イ
セ
ン
団
長
か
ら
の
照
会
に
対
し
て
日
本
政
府
の
担
当
官
庁
か
ら
実
態
の
説
明
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
ず
一
一
月
二
二
日
の
説
明
会
で
は
芝
田
官
房
長
か
ら
戦
前
期
の
沖
縄
が
日
本
政
府
か
ら
の
補
助
金
を
得
て
い
た
事
情
を

説
明
し
た
。
さ
ら
に
現
在
の
沖
縄
の
類
似
県
四
県
が
交
付
さ
れ
て
い
る
交
付
金
額
の
平
均
値
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
も
し
沖
縄
が
日
本
の

県
で
あ
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
財
政
規
模
を
持
つ
べ
き
か
を
試
算
し
た
結
果
、
概
算
九
〇
億
円
が
不
足
し
て
い
る
、
と
の
推
算
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
大
使
館
の
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
書
記
官
は
交
付
税
制
度
の
細
目
、
計
算
方
法
、
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
根
拠
な
ど
を

子
細
に
質
問
し
た
、
と
い
う）（（
（

。
第
二
回
説
明
会
で
は
第
一
回
説
明
会
を
踏
ま
え
て
沖
縄
に
対
す
る
交
付
税
交
付
金
所
要
額
約
九
〇
億
円
の

計
算
方
法
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
沖
縄
に
対
す
る
援
助
所
要
額
の
約
九
〇
億
円
を
ド
ル
換
算
す
る
と
当
時
の
交
換
レ
ー
ト
に

基
づ
き
約
二
二
〇
〇
万
ド
ル
と
な
る）（（
（

。

　
最
後
に
第
三
回
説
明
会
で
芝
田
官
房
長
は
、
日
本
の
交
付
税
制
度
が
昭
和
初
頭
か
ら
長
い
歴
史
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
後
占
領
下
で

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
を
取
り
入
れ
て
完
成
し
た
、
と
し
、
そ
の
趣
旨
が
地
方
自
治
体
財
源
の
均
衡
化
に
あ
る
、
と
説
明
、
戦
前
の
沖
縄
が
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日
本
政
府
に
よ
る
「
沖
縄
振
興
費
」
と
「
地
方
分
与
税
」
で
財
政
を
維
持
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
援
助

で
前
者
の
部
分
は
充
実
し
た
が
後
者
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
た
。
芝
田
官
房
長
は
、
こ
こ
に
財
政
と
行
政
の
空
隙
が
あ
り
、
日
本

と
し
て
は
沖
縄
の
戦
災
へ
の
贖
罪
の
意
味
で
交
付
税
方
式
の
援
助
に
よ
り
こ
の
空
隙
を
補
い
沖
縄
の
水
準
向
上
に
協
力
し
た
い
と
述
べ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
明
に
対
し
て
大
使
館
の
サ
タ
リ
ン
書
記
官
は
同
感
し
た
、
と
い
う
。
し
か
し
サ
タ
リ
ン
は
、
本
土
類
似
県
と
沖
縄
の
平
準
化
に

は
研
究
を
要
す
る
と
し
て
慎
重
な
態
度
を
見
せ
、
今
後
の
ワ
シ
ン
ト
ン
の
結
論
を
待
つ
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
同
時
に
サ
タ
リ
ン

は
、
連
邦
議
会
で
沖
縄
援
助
予
算
を
説
明
す
る
際
に
は
詳
細
な
デ
ー
タ
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
日
本
側
と
の
意
見
交
換
を
求

め
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　
つ
ま
り
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
の
日
本
訪
問
に
つ
い
て
は
、
日
本
本
土
の
中
央
・
地
方
間
の
財
政
調
整
制
度
に
つ
い
て
自
治
省
か
ら
説
明
を

受
け
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
調
査
団
は
、
こ
の
制
度
を
沖
縄
に
適
用
す
る
構
想
に
つ
い
て
自
治
省
か
ら
説
明
を
受
け
、
制
度

の
概
要
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
調
査
団
の
調
査
結
果
が
ア
メ
リ
カ
政
府
の
政
策
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

か
、
と
い
う
点
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

第
三
章
　
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
か
ら
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
声
明
へ

第
1
節
　
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
過
程

　
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
は
帰
国
後
、
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
を
翌
一
九
六
二
年
三
月
五
日
、
大
統
領
に
提
出
し
た
。
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こ
の
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
は
国
家
安
全
保
障
会
議
で
正
式
に
大
統
領
の
サ
イ
ン
を
得
て
「
Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｍ
一
三
三
」
文
書
と
な
っ
た）（（
（

。
と
こ

ろ
で
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
骨
子
は
、
そ
の
約
二
週
間
後
の
一
九
日
に
公
表
さ
れ
た
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
に
よ
る
沖
縄
に
関
す
る
特
別

声
明
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
は
、
同
時
に
公
表
さ
れ
た
大
統
領
行
政
命
令
修
正
に
よ
る
新
行
政
命
令
と
併
せ

て
、
沖
縄
新
政
策
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
歴
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
な
か
で
、
沖
縄
統
治
に
関
す
る
大
統
領
声
明
を
出
し
た
の
は
ケ
ネ
デ
ィ

大
統
領
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
は
、
沖
縄
統
治
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
政
策
的
優
先
順
位
の
高
さ
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
沖
縄
に
関
す
る
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
声
明
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の

政
治
史
的
意
味
に
つ
い
て
は
従
来
、
必
ず
し
も
充
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
訳
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
と
新
大
統
領
行
政
命
令
の
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
一
九
六
二
年
の
三
月
一
九
日
、
ケ
ネ
デ
ィ
大

統
領
は
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
に
関
す
る
特
別
声
明
を
公
表
し
た
。
同
時
に
、
一
九
五
七
年
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
に
よ
り
制
定
さ

れ
て
い
た
「
大
統
領
行
政
命
令
一
〇
七
一
三
」
を
修
正
す
る
こ
と
も
公
表
し
た
。
修
正
さ
れ
た
大
統
領
行
政
命
令
は
、
沖
縄
に
対
す
る
米

国
政
府
援
助
を
規
定
し
た
プ
ラ
イ
ス
法
の
改
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
に
つ
い
て
、
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
声
明
の
前
文
で
住
民
が
日
本
人
で
あ
り
、
日
本
と
同
じ
経
済
社
会
的
利
益
を
求

め
、
住
民
自
治
を
求
め
て
い
る
、
と
し
た
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
声
明
は
、
続
く
六
項
目
の
第
一
番
目
に
プ
ラ
イ
ス
法
改
正
を
挙
げ
て
い

た
。
プ
ラ
イ
ス
法
と
は
一
九
六
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
沖
縄
向
け
の
連
邦
政
府
援
助
予
算
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
ス
法
が
成
立
す

る
ま
で
、
沖
縄
に
対
す
る
政
府
援
助
予
算
に
は
法
的
根
拠
が
な
く
、
各
年
度
ご
と
に
大
統
領
の
施
政
方
針
、
議
会
内
部
の
相
互
取
引
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
陸
軍
省
は
、
沖
縄
援
助
に
関
す
る
基
本
法
を
連
邦
議
会
に
お
い
て
制
定
す
る
必
要
を
認
め
、
沖
縄
統

治
の
安
定
的
基
盤
を
確
定
す
べ
く
、
プ
ラ
イ
ス
法
制
定
に
至
っ
た
。
連
邦
議
会
で
、
下
院
軍
事
委
員
会
の
メ
ル
ビ
ン
・
プ
ラ
イ
ス
が
法
案

を
提
出
し
、
年
間
六
〇
〇
万
ド
ル
を
上
限
と
し
て
沖
縄
援
助
費
を
支
出
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
は
、
こ
の
上
限
金
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額
を
大
幅
に
引
上
げ
る
こ
と
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　
そ
こ
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
新
政
策
に
盛
り
込
ま
れ
た
以
上
の
内
容
に
つ
い
て
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
と
の
関
連
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
た

め
に
、
ま
ず
レ
ポ
ー
ト
の
正
式
承
認
に
先
立
っ
て
作
成
さ
れ
た
予
備
的
な
草
案
を
見
て
お
き
た
い
。
調
査
団
の
帰
国
直
後
の
一
一
月
に
作

成
さ
れ
た
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
国
務
省
代
表
の
ス
ウ
ェ
イ
ン
に
よ
る
「
琉
球
列
島
に
お
け
る
日
米
関
係
を
規
定
す
る
諸
要
因
」

（B
ackground�Factors�in�U

nited�States-Japanese�R
elations�in�the�R

yukyu�Islands,�N
ovem

ber�22,�1（（1

）
で
あ
る
。

こ
の
草
案
で
ス
ウ
ェ
イ
ン
は
、
沖
縄
住
民
が
日
本
人
で
あ
り
、
日
本
を
母
国
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る）（（
（

。

　
続
い
て
一
二
月
に
は
最
終
草
案
「
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
に
よ
る
報
告
と
提
言
」（R

eport�and�R
ecom

m
endations�of�the�T

ask�

Force�R
yukyus,�D

ecem
ber,�1（（1

）
が
完
成
、
こ
の
最
終
案
で
は
、
先
に
見
た
ス
ウ
ェ
イ
ン
の
草
案
内
容
を
踏
襲
し
て
、
住
民
が
自

ら
を
日
本
人
と
考
え
て
お
り
、
日
本
を
母
国
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
最
終
草
案
で
注
目
す
べ
き
は
、
沖
縄
に
対

す
る
援
助
予
算
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
か
ら
の
援
助
額
引
き
上
げ
を
要
請
す
る
と
共
に
ア
メ
リ
カ
政
府
予
算
に
つ
い
て
は
プ
ラ
イ
ス
法
の

上
限
を
引
き
上
げ
、
限
度
額
を
現
行
の
六
〇
〇
万
ド
ル
か
ら
二
五
〇
〇
万
ド
ル
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
最
後
に
、
こ
の
最
終
草

案
は
、
米
民
政
府
（
Ｕ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
軍
人
が
任
命
さ
れ
て
き
た
民
政
官
に
文
民
を
充
て
る
こ
と
、
琉
球
政
府
に
対

し
て
自
治
権
を
大
幅
に
委
譲
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た）（（
（

。
つ
ま
り
調
査
団
の
沖
縄
訪
問
時
に
瀬
長
副
主
席
が
観
察
し
た
通
り
、
調
査
団

に
は
米
民
政
府
を
中
心
と
す
る
那
覇
の
米
軍
部
官
僚
機
構
の
存
在
に
対
す
る
批
判
が
あ
り
、
沖
縄
の
統
治
機
構
改
革
案
が
あ
っ
た
こ
と
が

解
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
革
提
案
は
全
面
的
に
は
実
現
で
き
ず
、
実
現
で
き
た
の
は
、
民
政
官
に
文
官
を
任
命
す
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
最
終
草
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
提
言
の
な
か
で
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
点
は
、
調
査
団
の
東
京
訪
問
時
に
外
務
省
か
ら
手
交

さ
れ
た
自
治
省
作
成
資
料
「
沖
縄
の
財
政
事
情
」（
英
文
）、
さ
ら
に
、
そ
の
後
調
査
団
が
ア
メ
リ
カ
大
使
館
を
通
し
て
入
手
し
た
日
本
政

府
の
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
に
関
す
る
情
報
が
与
え
た
影
響
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
最
終
草
案
が
提
案
し
た
プ
ラ
イ
ス
法
上
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二
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限
の
引
き
上
げ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
調
査
団
が
外
務
省
か
ら
手
交
さ
れ
た
資
料
「
沖
縄
の
財
政
事
情
」、
及
び
、
そ
の
後

の
自
治
省
に
よ
る
説
明
で
は
、
も
し
沖
縄
が
日
本
の
施
政
権
下
に
あ
れ
ば
日
本
政
府
か
ら
得
ら
れ
る
は
ず
の
交
付
金
額
が
示
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
金
額
は
約
九
〇
億
円
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
金
額
が
沖
縄
住
民
か
ら
見
て
ア
メ
リ
カ
政
府
に

よ
る
援
助
の
不
足
分
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
足
す
る
金
額
を
ド
ル
換
算
し
た
場
合
、
当
時
の
交
換
レ
ー
ト
で
約
二
二
〇
〇

万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
最
終
草
案
が
現
行
の
プ
ラ
イ
ス
法
の
上
限
額
六
〇
〇
万
ド
ル
を
大
幅
に
引
上
げ
、
二
五
〇
〇
万
ド
ル
と
す
る
こ
と
を

提
案
し
た
背
景
に
は
、
六
〇
〇
万
ド
ル
の
現
行
プ
ラ
イ
ス
法
限
度
額
で
は
復
帰
を
期
待
す
る
住
民
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

の
見
通
し
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
提
言
の
も
と
に
、
も
し
日
本
の
施
政
権
下
に
あ
れ
ば
沖
縄
住
民
が
受
取
る
こ
と
の
で
き
る
日
本

政
府
か
ら
の
援
助
額
相
当
分
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
プ
ラ
イ
ス
法
改
正
に
よ
っ
て
支
出
す
る
、
と
い
う
構
想
が
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
の

柱
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
声
明
は
大
統
領
が
議
会
に
対
し
て
プ
ラ
イ
ス
法
上
限
を
撤
廃
す
る
よ
う
求
め
、
琉
球
の
医
療
、
教
育
、

社
会
福
祉
の
レ
ベ
ル
を
日
本
並
み
の
水
準
に
引
上
げ
る
計
画
を
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。

　
し
か
し
問
題
は
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
完
成
か
ら
大
統
領
に
よ
る
正
式
承
認
ま
で
約
三
ヶ
月
の
日
時
を
要
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
日

本
外
務
省
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
日
本
大
使
館
に
向
け
て
、
先
に
み
た
最
終
草
案
完
成
（
一
九
六
一
年
一
二
月
）
直
後
の
一
九
六
二
年
一
月

四
日
、
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
報
告
書
（
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
）
を
入
手
す
る
よ
う
求
め
た
。
し
か
し
、
本
省
の
要
請
に
対
し
て
朝
海
浩
一

郎
駐
米
大
使
は
、
国
務
省
に
照
会
し
た
結
果
、
ま
だ
報
告
書
が
大
統
領
宛
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
又
、
提
出
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は

国
内
政
策
立
案
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
日
本
側
に
渡
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
の
国
務
省
の
回
答
を
折
り
返
し
伝
え
て

い
た）（（
（

。
正
式
決
定
が
遅
れ
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
。
実
際
、
大
統
領
宛
の
報
告
書
提
出
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
各
方
面
で
憶

測
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
憶
測
の
一
つ
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
大
野
駐
英
大
使
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
誌
の
報
道
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（
一
九
六
二
年
一
月
一
一
日
付
）
で
あ
っ
た
。「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
誌
の
報
道
は
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
の
提
言
の
な
か
で
、
沖
縄
統
治
機
構
問

題
を
集
中
的
に
取
上
げ
て
い
た
。
つ
ま
り
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
が
米
民
政
府
（
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
）
を
は
じ
め
と
す
る
統
治
機
構
を
廃
止
し
、
代

っ
て
単
一
の
ア
メ
リ
カ
代
表
部
を
置
く
こ
と
で
、
琉
球
政
府
に
日
常
業
務
を
委
ね
る
方
法
を
提
案
し
た
、
と
報
道
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
統
治
機
構
改
革
案
に
対
し
て
は
、
現
地
の
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
が
直
ち
に
ワ
シ
ン
ト
ン
に
飛
ん
で
事
実
確
認
を
急
い
だ
、
と

伝
え
ら
れ
た
。「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
誌
は
、
大
統
領
決
定
の
遅
れ
の
一
因
と
し
て
報
告
書
に
対
す
る
軍
部
の
強
い
抵
抗
を
挙
げ
て
い
た
。

抵
抗
の
主
な
理
由
は
、
レ
ポ
ー
ト
が
沖
縄
統
治
機
構
の
改
革
案
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
、
と
報
道
さ
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

第
2
節
　
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
声
明
と
そ
の
後
─
ア
メ
リ
カ
の
国
連
外
交
と
の
関
連
で

　
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
大
統
領
に
よ
る
正
式
承
認
が
遅
れ
て
い
る
間
、
国
務
省
内
に
は
興
味
深
い
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ケ
ネ

デ
ィ
政
権
と
国
連
外
交
へ
の
関
連
、
と
い
う
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
見
た
通
り
、
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
は
ケ
イ
セ
ン
・

レ
ポ
ー
ト
の
提
言
に
基
づ
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
が
琉
球
の
軍
事
基
地
の
重
要
性
を
強
調
し
、
軍
事
的
要
請
と

住
民
の
願
望
を
調
和
さ
せ
る
試
み
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
を
踏
襲
し
つ
つ
、
さ
ら
に
大
統
領
声
明
は
、
沖
縄

の
住
民
が
日
本
人
で
あ
り
、
琉
球
が
日
本
領
土
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
が
認
め
、
琉
球
が
日
本
の
完
全
な
主
権
下
に
復
帰
す
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
（I�recognize�the�R

yukyus�to�be�a�part�of�the�Japanese�hom
e-

land

・
・
・
・
・
・
）。
加
え
て
、
声
明
に
は
、
琉
球
が
日
本
の
施
政
権
下
に
復
帰
す
る
際
に
生
じ
る
障
害
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
、
と
の
表
現
が
あ
っ
た）（（
（

。
こ
れ
ら
の
文
言
に
注
目
す
る
と
、
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
に
は
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
最
終
草
案
が
言

及
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
で
、
大
統
領
が
琉
球
を
日
本
領
土
の
一
部

で
あ
る
と
公
式
に
認
め
た
部
分
で
あ
っ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
と
比
較
す
る
と
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
最
終
案
で
は
、
住
民
が
自
ら
を
日
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本
人
と
考
え
て
お
り
、
日
本
を
母
国
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
、
住
民
の
認
識
と
し
て
指
摘
し
事
実
と
し
て
記
述
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
住
民
の
認
識
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ネ
デ
ィ

声
明
は
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
自
ら
が
、
住
民
を
日
本
人
で
あ
る
、
と
認
め
、
沖

縄
は
日
本
領
土
の
一
部
で
あ
る
、
と
認
め
る
表
現
と
な
っ
て
い
た
。
最
も
重
要
な
点
は
先
に
引
用
し
た
「
大
統
領
は
、
琉
球
が
日
本
領
土

の
一
部
で
あ
る
こ
と
認
め
る
」（I�recognize�the�R

yukyus�to�be�a�part�of�the�Japanese�hom
eland

・
・
・
・
・
・
）
と
い

う
文
言
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
一
二
月
に
完
成
し
た
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
最
終
案
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お

り
、
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
公
表
後
、
沖
縄
で
高
い
関
心
を
集
め
た
文
言
が
こ
の
部
分
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
言
に
注
目
し
た
の
は
沖
縄

の
現
地
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
大
統
領
声
明
発
表
後
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
部
の
議
論
の
中
で
沖
縄
の
法
的
地
位
が
問
題
と
な
る
際
、
国
務

省
は
従
来
か
ら
参
照
さ
れ
て
き
た
対
日
平
和
条
約
第
三
条
に
加
え
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
声
明
の
こ
の
部
分
を
引
用
し
軍
部
を
説
得
す
る

傾
向
を
見
せ
始
め
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
沖
縄
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
政
府
内
部
に
不
一
致
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と）（（
（

、

ケ
ネ
デ
ィ
声
明
は
、
大
統
領
レ
ベ
ル
で
琉
球
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
を
下
し
た
文
言
と
し
て
機
能
す
る
結
果
を
生
じ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
声
明
の
公
表
直
後
の
三
月
一
九
日
の
正
午
過
ぎ
、
那
覇
の
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
か
ら
文
言
の
修

正
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
解
っ
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
声
明
は
既
に
公
表
さ
れ
て
お
り
修
正
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
国
務
省
と

ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
は
、
声
明
テ
キ
ス
ト
を
極
秘
と
し
公
表
直
前
ま
で
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
に
は
伏
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
声
明
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
、
大
統
領
は
沖
縄
を
「
日
本
の
領
土
の
一
部
」
と
認
め
る
、
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ

ス
に
は
ど
の
よ
う
な
構
想
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
務
省
の
ア
ベ
レ
ル
・
ハ
リ
マ
ン
（A

.�

H
arrim

an

）
次
官
補
に
よ
る
ラ
ス
ク
国
務
長
官
宛
て
の
覚
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
大
統
領
宛
の
覚
書
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。
ハ
リ
マ
ン
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の
立
場
を
見
よ
う
。
ま
ず
ハ
リ
マ
ン
は
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
に
つ
い
て
国
連
外
交
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

レ
ポ
ー
ト
の
正
式
承
認
が
遅
れ
て
い
た
二
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
マ
ン
次
官
補
は
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
宛
て
に

　「
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
が
提
案
し
た
日
本
か
ら
沖
縄
に
向
け
た
援
助
の
拡
大
は
、
国
連
で
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
が
議
論
さ

れ
る
際
に
は
有
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
琉
球
が
植
民
地
で
は
な
く
日
本
の
一
部
で
あ
る
（
傍
線
筆
者
）、
と
ア
メ
リ
カ
が
主
張
す
る
と

き
に
日
本
政
府
の
支
持
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。」

　
と
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
ハ
リ
マ
ン
は
、
同
封
し
た
大
統
領
宛
の
覚
書
で
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
提
言
を
早
急
に
実
施
す
べ
き
で

あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、

　「
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
に
お
け
る
「
植
民
地
主
義
（colonialism

）」
は
、
間
も
な
く
国
連
で
議
論
の
テ
ー
マ
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
略
）。

琉
球
は
植
民
地
で
は
な
く
、
日
本
の
領
土
の
一
部
（a�part�of�Japan

）
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
当
面
、
暫
定
的
に
琉
球
を
統
治
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い）
（（
（

。（
傍
線
筆
者
）」

　
と
述
べ
、
さ
ら
に
大
統
領
が
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
を
承
認
し
た
こ
と
を
公
式
に
表
明
し
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
政
策
の
変
化
を
説

明
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ハ
リ
マ
ン
の
認
識
の
背
後
に
、
前
年
秋
に
国
連
に
設
置
さ
れ
た
一
七
人
委
員
会
が
活
動

を
開
始
し
、
植
民
地
主
義
批
判
を
展
開
す
る
見
通
し
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
の
ハ
リ
マ
ン
の
覚
書
に
つ
い
て
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
、
を
示
す
資
料
は
な
い
。
し
か
し
沖
縄
を
日
本
の
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領
土
の
一
部
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
国
連
外
交
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
ハ
リ
マ
ン
次
官
補
に
あ
っ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
日
、
統
合
参
謀
本
部
議
長
の
ラ
イ
マ
ン
・
Ｌ
・
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ア
は
直
ち
に
反
論
し
、
ハ
リ
マ
ン
次
官
補
が

述
べ
た
方
針
、
つ
ま
り
沖
縄
統
治
に
つ
い
て
日
本
政
府
と
協
力
す
る
こ
と
自
体
に
強
い
懸
念
を
示
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄

に
対
す
る
権
利
は
平
和
条
約
第
三
条
に
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ
っ
て
、
日
本
の
潜
在
主
権
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
日
本
を
沖
縄
統
治

に
参
加
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、
沖
縄
援
助
に
つ
い
て
も
日
本
政
府
の
関
与
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
三
月
に

入
る
と
ア
メ
リ
カ
政
府
内
に
は
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
問
題
を
国
連
と
の
関
連
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
強
ま
っ
て
き
た
。
第

一
六
国
連
総
会
（
一
九
六
一
年
）
が
、
脱
植
民
地
決
議
に
関
す
る
一
七
人
委
員
会
を
設
置
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
、
こ
の
委

員
会
が
沖
縄
問
題
を
検
討
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る）（（
（

。
国
務
省
は
東
京
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
宛
に
、
国
連

外
交
へ
の
配
慮
か
ら
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
結
論
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
と
の
立
場
を
伝
え
て
い
た）（（
（

。
こ
う
し
て
、
ケ
イ
セ

ン
・
レ
ポ
ー
ト
の
段
階
で
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
国
連
外
交
と
植
民
地
主
義
批
判
へ
の
対
応
と
い
う
課
題
が
、
沖
縄

問
題
と
密
接
に
絡
み
つ
つ
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
3
節
　
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
対
応
を
め
ぐ
る
日
本
の
動
向

　
先
に
見
た
と
お
り
、
一
九
六
二
年
二
月
一
日
、
琉
球
立
法
院
は
日
米
両
国
首
脳
及
び
国
連
加
盟
国
全
て
に
宛
て
て
沖
縄
の
施
政
権
返
還

を
訴
え
る
決
議
を
送
付
し
た
。
こ
の
決
議
が
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
を
植
民
地
主
義
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
は
日
本
政
府
に
と
っ
て
も

重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
翌
二
日
、
日
本
政
府
は
以
下
の
よ
う
な
声
明
を
出
し
て
沖
縄
が
植
民
地
で
は
な
い
と
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
。

　「
植
民
地
と
は
独
立
を
達
成
し
て
い
な
い
地
域
の
こ
と
で
、
そ
の
住
民
が
外
国
に
よ
る
征
服
支
配
下
お
よ
び
搾
取
の
下
に
お
か
れ
て
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い
る
も
の
を
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
沖
縄
は
日
本
の
固
有
領
土
で
日
本
は
潜
在
主
権
を
有
し
施
政
権
を
有
す
る
米
国
に
返
還
を
要

求
し
て
い
る
。
沖
縄
の
立
法
院
も
日
本
復
帰
を
決
議
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
沖
縄
は
他
日
日
本
に
復
帰
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
地

域
で
植
民
地
独
立
宣
言
に
い
う
「
独
立
を
達
成
し
な
い
地
域
」
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。」（
二
月
二
日
日
本
政
府
声
明）（（
（

）

　
と
こ
ろ
が
沖
縄
現
地
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
は
立
法
院
決
議
よ
り
も
、
同
じ
二
月
一
日
に
行
わ
れ
た
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官

の
立
法
院
に
お
け
る
年
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
沖
縄
に
お
け
る
自
治
権
拡
大
と
沖
縄
に
対
す
る
日
本
政
府
援

助
拡
大
に
全
く
触
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
前
年
二
月
に
着
任
し
た
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
に
と
っ
て
一
九

六
二
年
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
最
初
の
年
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
米
民
政
府
（
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
）
作
成
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
草
案
に
は
、

自
治
権
拡
大
と
日
本
政
府
援
助
に
関
す
る
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
情
報
が
あ
る
。
米
民
政
府
（
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
）
で
草
案
を

見
た
と
い
う
瀬
長
副
主
席
に
よ
る
と
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
が
こ
の
部
分
を
草
案
か
ら
削
除
、
そ
の
結
果
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
年

頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
自
治
権
拡
大
と
日
本
政
府
援
助
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
な
い
内
容
と
な
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
れ
に
つ

い
て
那
覇
の
日
本
政
府
南
方
連
絡
事
務
所
長
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　「
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
は
、
政
策
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
自
分
は
行
政
面
、
と
割
り
切
っ
た
考
え
方
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る）（（
（

。」

　
確
か
に
、
そ
の
後
の
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
任
期
中
、
彼
は
し
ば
し
ば
ワ
シ
ン
ト
ン
の
政
策
を
無
視
す
る
方
針
を
強
行
す
る
傾

向
を
強
め
た
。
南
方
連
絡
事
務
所
の
観
察
は
当
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
与
党
の
沖
縄
自
民
党

を
含
む
沖
縄
の
各
政
党
、
新
聞
各
社
は
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
年
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
社
会
大
衆
党
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は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
日
本
へ
の
復
帰
は
お
ろ
か
、
自
治
権
拡
大
、
主
席
公
選
な
ど
沖
縄
社
会
が
長
年
に
わ
た
り
要
求
し
て
き
た
項
目
に
全
く

触
れ
て
い
な
い
点
を
攻
撃
し
た）（（
（

。
そ
の
結
果
、
沖
縄
の
事
態
は
日
本
の
国
会
に
波
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
年
頭
に
那
覇
で
生
じ
た
一
連

の
事
態
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
国
会
で
沖
縄
に
対
す
る
政
府
の
姿
勢
に
強
い
懸
念
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
一
九
六
二
年
二
月
一
四
日
の
衆
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
を
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
二
月
一
日
の
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等

弁
務
官
の
年
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
問
題
視
さ
れ
、
同
時
に
立
法
院
決
議
と
の
関
連
で
沖
縄
が
植
民
地
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
野
党
議
員
の

質
問
が
集
中
し
た
。
し
か
し
政
府
に
と
っ
て
深
刻
だ
っ
た
の
は
、
議
論
の
過
程
で
小
坂
外
務
大
臣
に
向
け
ら
れ
た
野
党
議
員
の
質
問
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
政
府
が
前
年
六
月
の
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
で
沖
縄
返
還
を
要
求
し
た
の
か
、
と
い
う
端
的
な
内
容
の
質
問
で
あ

っ
た
。

　「
池
田
さ
ん
は
大
統
領
と
お
会
い
に
な
っ
た
時
分
に
沖
縄
の
問
題
に
つ
い
て
（
中
略
）
ど
う
い
う
話
を
な
さ
っ
た
か
。
こ
れ
は
、
返

し
て
も
ら
う
こ
と
を
要
求
な
さ
っ
た
の
で
す
か
、（
後
略
）。」（
川
上
貫
一
議
員
）

　
こ
れ
に
つ
い
て
小
坂
外
相
の
回
答
は
、

　「
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
を
堂
々
と
述
べ
て
、
先
方
と
の
間
に
充
分
理
解
を
深
め
る
話
合
い
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。」

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
小
坂
外
相
は
復
帰
を
強
く
求
め
て
い
る
が
、
極
東
の
国
際
環
境
か
ら
見
て
難
し
い
と
答
弁
せ
ざ
る
を
得
な
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か
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
小
坂
の
答
弁
は
、
日
本
政
府
が
復
帰
に
向
け
て
本
気
で
取
り
組
む
構
え
な
の
か
ど
う
か
疑
わ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い

面
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
続
い
て
二
月
二
八
日
に
は
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
が
那
覇
で
記
者
会
見
を
行
っ

た
こ
と
が
報
道
さ
れ
、
こ
の
記
者
会
見
の
内
容
が
国
会
の
関
心
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
記
者
会
見
で
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
は
、

極
東
に
緊
張
が
続
く
か
ぎ
り
沖
縄
の
政
治
形
態
を
維
持
す
る
と
し
、
こ
の
点
は
池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
で
話
が
つ
い
て
い
る
、
と
述
べ
た

の
で
あ
る）（（
（

。
三
月
七
日
の
衆
院
外
務
委
員
会
で
社
会
党
の
帆
足
計
議
員
は
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
発
言
に
つ
い
て
追
及
す
る
な
か
で
、
政
府
が

池
田
・
ケ
ネ
デ
ィ
会
談
の
合
意
内
容
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
を
求
め
、
小
坂
外
相
は
答
弁
に
苦
慮
す
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。

　
一
連
の
経
緯
の
中
で
国
会
は
、
三
月
九
日
、
沖
縄
・
小
笠
原
の
施
政
権
回
復
を
求
め
る
衆
議
院
決
議
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

米
国
政
府
内
部
の
意
見
対
立
か
ら
、
ケ
イ
セ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
に
対
す
る
大
統
領
の
署
名
が
遅
れ
て
い
る
間
、
同
年
夏
の
参
院
選
を
控
え
て
、

沖
縄
問
題
は
政
治
争
点
化
す
る
兆
し
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
池
田
内
閣
期
の
沖
縄
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ま
ず
日
本
政
府
に
つ
い
て
は
、
岸
内
閣
末
期
か
ら
池
田
内

閣
期
に
か
け
て
、
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
、
施
政
権
返
還
要
求
に
つ
い
て
は
、
首
脳
会
談
レ
ベ
ル
で
言
及
し
な
い
傾
向
が
生
じ
て
い
た
。

こ
の
傾
向
は
会
談
後
の
共
同
声
明
に
反
映
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
一
月
、
一
九
六
一
年
六
月
の
共
同
声
明
は
い
ず
れ
も
、
沖
縄
の
施
政
権
返

還
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
沖
縄
住
民
に
強
い
不
満
が
生
じ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
池
田
内
閣
期

に
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
方
法
で
対
応
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
沖
縄
に
本
土
の
県
と
同
様
の
財
政
的

援
助
を
行
う
こ
と
、
具
体
的
に
は
地
方
交
付
税
交
付
金
に
相
当
す
る
援
助
を
支
出
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
、



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
四
号�

二
八

既
に
一
九
六
一
年
六
月
の
首
脳
会
談
で
池
田
首
相
か
ら
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
に
向
け
て
示
唆
さ
れ
た
し
、
そ
の
後
、
同
年
一
〇
月
の
ケ
イ
セ

ン
調
査
団
に
対
し
て
も
、
詳
細
な
説
明
文
書
が
手
交
さ
れ
て
い
た
。
と
は
言
え
、
こ
の
方
法
が
施
政
権
返
還
の
代
案
と
な
る
か
ど
う
か
、

は
極
め
て
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
現
地
で
は
、
ケ
イ
セ
ン
調
査
団
に
対
し
て
施
政
権
返
還
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
点
を
厳
し
く
追
及

す
る
動
き
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
米
国
政
府
に
つ
い
て
は
、
更
に
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
た
。
岸
内
閣
期
か
ら
既
に
沖
縄
の
現
状
を
維
持
し
施
政
権
返
還
を
可
能
な
限
り
回

避
す
る
方
針
が
国
務
省
を
含
め
て
確
定
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
五
八
年
の
ド
ル
通
貨
導
入
政
策
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ

ネ
デ
ィ
政
権
に
な
っ
て
も
こ
の
方
針
に
変
化
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
〇
年
九
月
の
国
連
総
会
で
、
ソ
連
が
沖
縄
を
含
む
複
数

の
地
域
に
つ
い
て
米
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
で
あ
る
と
の
非
難
を
提
起
し
た
こ
と
は
沖
縄
問
題
が
国
連
で
議
題
と
な
る
可
能
性
に
つ
な
が

っ
た
。
事
実
、
国
連
加
盟
国
中
多
数
を
占
め
る
新
興
独
立
国
に
と
っ
て
脱
植
民
地
主
義
は
大
義
名
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
国
連
で
米
国
帝
国

主
義
批
判
が
強
ま
る
懸
念
は
米
国
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
の
も
と
米
国
外
交
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題

は
、
沖
縄
が
植
民
地
で
は
な
い
、
と
の
事
実
確
認
と
な
っ
た
。
一
九
六
二
年
三
月
の
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
に
よ
る
沖
縄
新
政
策
が
、
こ
の
点

を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ネ
デ
ィ
声
明
に
は
複
数
の
動
機
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
が
米
国
に
よ
る
沖
縄
統
治
の
正
統
化
に
あ
っ
た

こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。「
大
統
領
は
、
琉
球
が
日
本
領
土
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
」
た
、
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
こ
の
動
機
を

あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
他
方
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
先
に
触
れ
た
通
り
、
沖
縄
の
地
位
に
つ
い
て
「
極
東
に
脅
威
と
緊
張
が
あ
る
限
り
米
国
が
施
政
権

を
行
使
す
る
」
と
の
立
場
を
変
更
す
る
用
意
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
こ
の
乖
離
が
、
池
田
政
権
末
期
か
ら
佐
藤
政
権
に
か
け
て
、
日
米

関
係
に
お
け
る
沖
縄
の
施
政
権
返
還
と
い
う
課
題
に
変
化
を
生
じ
る
一
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
展
開
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
こ
と

と
し
た
い
。



池
田
内
閣
期
の
沖
縄
問
題
（
二
・
完
）（
河
野
）�

二
九

（
1
）　
宮
里
政
玄
著
（
二
〇
〇
〇
）『
日
米
関
係
と
沖
縄
─
一
九
四
五
─
一
九
七
二
』
岩
波
書
店
、
二
〇
四
頁
。

（
2
）　
北
東
ア
ジ
ア
課
「
ケ
大
統
領
補
佐
官
の
沖
縄
調
査
に
関
す
る
件
」
一
九
六
一
年
九
月
二
八
日
。（「
米
国
管
理
下
の
南
西
諸
島
状
況
雑
件
　
沖
縄
関
係
　
調

査
報
告
（
コ
ン
ロ
ン
・
ケ
イ
セ
ン
）」
外
交
史
料
館
蔵
（
以
下
、「
コ
ン
ロ
ン
・
ケ
イ
セ
ン
」
と
略
記
）。

（
3
）　
朝
海
大
使
か
ら
外
務
大
臣
「
沖
縄
の
厚
生
福
祉
に
関
す
る
米
調
査
団
派
遣
の
件
」
一
九
六
一
年
一
〇
月
二
日
。（「
コ
ン
ロ
ン
・
ケ
イ
セ
ン
」）

（
（
）　
朝
海
大
使
か
ら
外
務
大
臣
「
沖
縄
の
厚
生
福
祉
に
関
す
る
米
調
査
団
派
遣
の
件
」
一
九
六
一
年
一
〇
月
三
日
。（
同
上
）

（
（
）　
河
野
康
子
（
一
九
九
四
）『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
─
一
九
七
頁
。

（
（
）　
鹿
島
平
和
研
究
所
編
（
一
九
八
四
）『
日
本
外
交
主
要
文
書
年
表
　
第
二
巻
　
一
九
六
一
─
一
九
七
〇
』
原
書
房
、
三
四
四
頁
。

（
（
）　
北
東
ア
ジ
ア
課
「
ケ
大
統
領
補
佐
官
の
沖
縄
調
査
に
関
す
る
件
」
一
九
六
一
年
九
月
二
八
日
。（「
コ
ン
ロ
ン
・
ケ
イ
セ
ン
」）

（
（
）　
総
理
府
特
別
地
域
連
絡
局
か
ら
ア
ジ
ア
局
長
「
米
国
調
査
団
の
動
き
に
つ
い
て
（
そ
の
六
）」
一
九
六
一
年
一
〇
月
二
一
日
。（
同
上
）

（
（
）　
ア
ジ
ア
局
「
米
国
沖
縄
調
査
団
に
関
す
る
件
」
一
九
六
一
年
一
〇
月
二
四
日
。（
同
上
）

（
10
）　
北
東
ア
ジ
ア
課
「
資
料
「
沖
縄
の
財
政
状
況
」
に
つ
い
て
米
大
使
館
に
説
明
の
件
」
一
九
六
一
年
一
〇
月
三
〇
日
。（
同
上
）

（
11
）　
北
東
ア
ジ
ア
課
「
沖
縄
財
政
状
況
」
説
明
会
概
要
（
第
一
回
）
一
九
六
一
年
一
一
月
二
二
日
。（
同
上
）

（
12
）　
北
東
ア
ジ
ア
課
「
第
二
回
沖
縄
財
政
状
況
説
明
会
概
要
」
一
九
六
一
年
一
一
月
二
八
日
。（
同
上
）

（
13
）　
北
東
ア
ジ
ア
課
「
第
三
回
沖
縄
財
政
状
況
説
明
会
概
要
」
一
九
六
一
年
一
二
月
四
日
。（
同
上
）

（
1（
）　N

ational�Security�A
ction�M

em
orandum

�N
o.�133,� “R

yukyus�A
ction�Program

”,�M
arch�（,�1（（2

（
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
）

（
1（
）　
河
野
前
掲
書
、
二
九
四
頁
。

（
1（
）　「
琉
球
列
島
の
管
理
に
関
す
る
行
政
命
令
改
正
の
行
政
命
令
お
よ
び
ケ
ネ
デ
ィ
米
大
統
領
声
明
」
鹿
島
平
和
研
究
所
編
（
一
九
八
四
）『
日
本
外
交
主
要
文

書
年
表
　
第
二
巻
　
一
九
六
一
─
一
九
七
〇
』
原
書
房
、
四
一
五
頁
。

（
1（
）　“B

ackground�Factors�in�U
S-Japanese�R

elations�in�the�R
yukyu�Islands ”,�Prepared�for�the�R

yukyu�T
ask�Force�by�K

ingdon�
Sw
ayne,�N

ov.�22,�1（（1,�JFK
�Library

（
琉
球
大
学
所
蔵
）

（
1（
）　“R
eport�and�R

ecom
m
endations�of�the�T

ask�Force�R
yukyu

”,�D
ec.�1（（1,�JFK

�Library

（
琉
球
大
学
所
蔵
）

（
1（
）　
同
右

（
20
）　
外
務
大
臣
か
ら
朝
海
大
使
「
ケ
イ
セ
ン
報
告
査
報
方
の
件
」
一
九
六
二
年
一
月
四
日
。（「
コ
ン
ロ
ン
・
ケ
イ
セ
ン
」）
朝
海
大
使
か
ら
外
務
大
臣
「
ケ
イ

セ
ン
報
告
査
報
方
の
件
」
一
九
六
二
年
一
月
四
日
。（
同
右
）
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三
〇

（
21
）　
在
英
、
大
野
大
使
か
ら
外
務
大
臣
「
沖
縄
に
関
す
る
米
国
ケ
イ
セ
ン
報
告
書
に
つ
い
て
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
筋
報
道
の
件
」
一
九
六
二
年
一
月
一
七
日
。（
同

右
）

（
22
）　「
琉
球
列
島
の
管
理
に
関
す
る
行
政
命
令
改
正
の
行
政
命
令
お
よ
び
ケ
ネ
デ
ィ
米
大
統
領
声
明
」
鹿
島
平
和
研
究
所
編
（
一
九
八
四
）『
日
本
外
交
主
要
文

書
年
表
　
第
二
巻
　
一
九
六
一
─
一
九
七
〇
』
原
書
房
、
四
一
四
頁
。

（
23
）　
河
野
康
子
（
二
〇
〇
七
）「
鳩
山
・
石
橋
政
権
期
の
沖
縄
─
「
沖
縄
の
地
位
」
を
め
ぐ
る
政
治
」（
法
政
大
学
法
学
部
『
法
学
志
林
』
第
一
〇
四
巻
第
三

号
）
一
六
─
一
七
頁
。

（
2（
）　From

�H
ICO
M
R
Y
�O
kinaw

a�to�the�Secretary�of�State,�M
arch�1（,�1（（2.

（
沖
縄
県
公
文
書
館
）

（
2（
）　From

�G
overnor�H

arrim
an�to�the�Secretary�of�State,� “R

eport�of�T
ask�Force�R

yukyus ”,�Feb.�23,�1（（2�.

（
沖
縄
県
公
文
書
館
）

（
2（
）　
同
右

（
2（
）　M

em
o�from

�JCS,�Chairm
an,�Lem

nitzer�for�the�Secretary�of�D
efense,�Feb.�2（,�1（（2.

（
沖
縄
県
公
文
書
館
）

（
2（
）　From

�D
epartm

ent�of�States�to�A
m
em
basy,�T

okyo,�M
arch�13,�1（（2.

（（（（c.�0221/3

─13（2,�R
G
（（,�N

A
.

）

（
2（
）　
同
右

（
30
）　「
施
政
権
返
還
に
関
す
る
琉
球
立
法
院
決
議
お
よ
び
日
本
政
府
見
解
」
鹿
島
平
和
研
究
所
編
前
掲
書
、
四
〇
八
頁
。

（
31
）　「
那
覇
日
本
政
府
南
方
連
絡
事
務
所
長
か
ら
総
理
府
特
連
局
長
（
大
竹
民
渉
）
宛
て
」
一
九
六
二
年
二
月
二
日
。（「
コ
ン
ロ
ン
・
ケ
イ
セ
ン
」）

（
32
）　
同
右

（
33
）　
同
右

（
3（
）　
第
四
〇
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
三
号
。
一
九
六
二
年
二
月
一
四
日
。

（
3（
）　
第
四
〇
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
九
号
。
一
九
六
二
年
三
月
七
日
。

（
3（
）　
同
右

　
本
稿
は
科
学
研
究
費
（
基
盤
Ｃ
）「
戦
後
体
制
と
沖
縄
に
関
す
る
共
同
研
究
」（
研
究
代
表
者
　
河
野
康
子
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


